
平成28年度 鳥取県道路交通渋滞対策部会

日時：平成 28 年 8 月 10 日(水） 13:30 ～ 15:00

場所：鳥取河川国道事務所 1 階 第 1 会議室

会 議 次 第

１．開会

２．議事

１）規約の改正について

２）主要渋滞箇所のモニタリング結果について

３）対策箇所の進捗状況報告

４）その他

３．閉会

＜配布資料＞

・出席者名簿、配席表

・資料１ 鳥取県道路交通渋滞対策部会規約（案）

・資料２ 本編資料



所　属　名 役　職　名 氏　名 備　考

中国地方整備局

　鳥取河川国道事務所 所長 田宮　佳代子 委員（部会長）

計画課長 河井　知久 委員

計画課　企画係長 横田　仁明 事務局

　倉吉河川国道事務所 道路管理課長 亀井　久勝 委員

調査設計第二課　調査設計係長 西本　幸司 事務局

中国運輸局

　鳥取運輸支局 運輸企画専門官 森下　賢二 代理

西日本高速道路株式会社

　中国支社総務企画部 企画調整課長代理 伊藤　努 代理

企画調整課　主任 西山　曜平 随行

鳥取県警察本部

　交通部 交通規制課長 樋口　敬 委員

交通指導課長 田中　和則 委員

交通規制課　係長 青砥　秀明 随行

鳥取県

　県土整備部 道路企画課長 山内　政己 委員（副部会長）

道路建設課長 河田　英明 委員

道路企画課　企画調査担当　係長 伊藤　寛栄 事務局

道路企画課　企画調査担当　土木技師 端詰　将範 事務局

一般社団法人

　鳥取県バス協会 専務理事 宇山　秀人

　鳥取県ハイヤータクシー協会 専務理事 宇山　秀人 （再掲）
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                             資料１         

鳥取県道路交通渋滞対策部会規約(案) 

 

（名称） 

第１条 本会は、「鳥取県道路交通渋滞対策部会」（以下、部会という）と称する。 

 

（設置） 

第２条  部会は、「鳥取県幹線道路協議会」規約第３条の４の規定に基づき、設置する。 

 

（目的） 

第３条  部会は、鳥取県における総合的な渋滞対策を推進することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 部会は、前条の目的を達成するため、次の事項について検討する。 

（１） 渋滞プログラムの策定に関すること 

（２） 実施にあたっての連絡調整 

（３） その他、本会の目的達成に必要と認められる事項 

 

（組織） 

第５条  部会は、別表に掲げる委員により構成するものとする。 

 

（役員） 

第６条 部会には、次の役員を置く。 

         部会長   １名 

         副部会長  １名 

   １ 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。 

   ２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 

（運営） 

第７条  本部会は、必要に応じて部会長が招集する。 

 

（事務局） 

第８条  事務局は、鳥取県県土整備部道路企画課に置く。 

 

（規約の改正） 

第９条  本規約の改正は部会の決議によらなければならない。 



 

（附則） 

本規約は平成 16 年 2 月 12 日から施行する。 

（附則） 

本規約は平成 24 年 7 月 23 日から施行する。 

（附則） 

本規約は平成 25 年 6 月 24 日から施行する。 

（附則） 

      本規約は平成 28 年 8 月 10 日から施行する。 

 

 

 別表 

 

 

 

国土交通省中国地方整備局 企画部       広域計画課長 

             道路部       道路計画課長 

                       地域道路課長 

                       交通対策課長 

             鳥取河川国道事務所 事務所長   （部会長） 

                       計画課長 

                       道路管理第二課長 

  倉吉河川国道事務所 事務所長 

            調査設計第二課長 

            道路管理課長 

国土交通省中国運輸局   交通環境部     環境課長 

             鳥取運輸支局    首席運輸企画専門官 

西日本高速道路株式会社  中国支社      企画調整課長 

鳥取県警察本部      交通部       交通規制課長 

                       交通指導課長 

鳥取県          県土整備部     道路企画課長   （副部会長） 

                       道路建設課長 

一般社団法人 鳥取県トラック協会       専務理事 

一般社団法人 鳥取県バス協会         専務理事 

一般社団法人 鳥取県ハイヤータクシー協会   専務理事 

 

 



 

鳥取県道路交通渋滞対策部会規約の改正について 

 

〈新旧対照〉 

 

（１）追加  別表 

 

 

一般社団法人 鳥取県トラック協会       専務理事 

一般社団法人 鳥取県バス協会         専務理事 

一般社団法人 鳥取県ハイヤータクシー協会   専務理事 

 



平成28年度

第1回鳥取県道路交通渋滞対策部会

平成２８年８月１０日(水)

鳥取県幹線道路協議会 道路交通渋滞対策部会

資料２
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１.渋滞部会の目的と検討経緯

１



【目 的】 ・鳥取県道路交通渋滞対策部会（以降、渋滞部会）は、鳥取県内における道路の渋滞対策を効率的に進めていくために、関係
機関が渋滞箇所の渋滞原因や課題、効果的・効率的な渋滞対策を議論することを目的としています。

【検討経緯】 ・平成24年度は、統一的データに基づき、渋滞発生箇所を抽出。道路利用者等の意見を踏まえて、平成25年1月に「地域の主要
渋滞箇所」を選定し、公表しました。
・平成25年度以降、渋滞部会において、主要渋滞箇所のモニタリング、効率的な渋滞対策について議論を行い、フォローアップ
を実施しています。

継
続
的
に
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
を
実
施

・最新データによる渋滞状況等のモニタリング
・対策又は検討状況の確認
・効果的、効率的な渋滞対策の議論
・渋滞に係る関係機関の情報共有

鳥取県道路交通渋滞対策部会における議論

※渋滞部会構成員：鳥取県警察本部、鳥取県、西日本高速道路株式会社、
国土交通省中国運輸局、中国地方整備局 等

最新交通データによる渋滞状況の検証

～プローブデータの収集・分析等～

地域の交通状況に対する
専門的見地からの検証

～データ精査・現地確認等の実施～

地域・道路利用者の声

鳥取県の主要渋滞箇所の選定
【高速12箇所、一般道45箇所】

○地域の課題を共有することにより議論を促進

○円滑に渋滞対策を立案し、効果的な対策を実施

（道路管理者が実施する対策、他機関の実施施策との連携、

道路利用者の参画による対策 等）

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

２

1.1 目的と検討経緯1.1 目的と検討経緯

H24年7月及び8月 第1回・第2回渋滞部会

H24年11月～12月 パブリックコメントの実施

・統一的データに基づき、渋滞発生箇所を抽出
・主要渋滞箇所(素案)を選定

・道路利用者の意見を伺い、地域の実感を反映

H24年12月 第3回渋滞部会開催

H25年1月 地域の主要渋滞箇所の公表

【一般道】45箇所(鳥取県内)
【高速】 12箇所(中国地方整備局管内)

渋滞部会の開催(年1回以上)

平
成
24
年
度

平
成
25
年
度
以
降

主
要
渋
滞
箇
所
の
選
定

◆ これまでの取り組み◆ 取り組みの流れ

１．渋滞部会の目的と検討経緯１．渋滞部会の目的と検討経緯



平成24年度

平成25年度

主要渋滞箇所の公表※

「主要渋滞個所の対策に係る基本方針」を策定

平成25年1月25日 公表
※一般道路 (鳥取県内） 45箇所

平成25年6月24日 第1回渋滞部会

主要渋滞箇所の特定解除方針（案）

観光渋滞対策への取り組みについて

主要渋滞箇所における対策について

平成28年8月10日 第1回渋滞部会

平成26年度以降
最新データによる渋滞状況等のモニタリング

整備効果の検証
（フォローアップ実施）

平成28年度 ＜本日の議題＞

主要渋滞箇所のモニタリング

1.2 平成28年度部会の議題1.2 平成28年度部会の議題

3

１．渋滞部会の目的と検討経緯１．渋滞部会の目的と検討経緯

平成27年1月16日 第1回渋滞部会

平成27年9月30日 第1回渋滞部会

今後の予定



■平成27年度の渋滞対策部会における主な意見と対応方針

前回部会(H27.9.30)での主な意見とその対応については以下のとおりです。

4

1.3 前回までの主な意見と対応方針1.3 前回までの主な意見と対応方針
１．渋滞部会の目的と検討経緯１．渋滞部会の目的と検討経緯

主な意見 Ｈ２８対応方針

モニタリングについて
• 評価に用いたプローブデータの信頼度が
どの程度か判らない。データ件数を明示
しておいた方が良い。

• 「集計期間」と併記して、「データ件数」を明示しました。

主要渋滞個所
特定解除の方法について

• 主要渋滞箇所の解除は、どの様に行う
のか。

• 解除方法について、定めたものはありませんでした。今回
の部会において、事務局案を提示しました。

鳥取砂丘周辺における

渋滞対策の取組みにつ
いて

• ソフト対策を実施しているが、根本は、駐
車場不足に起因するものではないか。ま
た、ソフト対策の効果が判りにくい。

• 砂丘周辺は開発行為が制限されているため、駐車場増設
等の対策は困難な状況です。
そのため、ＧＷ等大型連休の前に、国・県・県警・鳥取市で
組織する「鳥取市周辺渋滞対策検討協議会」を開催し、
シャトルバスの運行、迂回案内等のソフト対策を協議し、
実施しているところです。
ソフト対策の効果把握については、Ｈ２８ＧＷにおいてアン
ケート調査を行い、フォローアップを実施しました。



２.主要渋滞箇所のモニタリング

5



8

・鳥取県内の主要渋滞箇所（一般道）45箇所の位置及び平成26年度以降に開通した主な路線は下図のとおりです。
・主要渋滞箇所に影響を及ぼす可能性のある道路の開通は、東部地区の県道卯垣正蓮寺線(L=1.0km）、主要地方道鳥取河原線（菖蒲バイ
パス L=1.1km）ですが、両路線とも今部会のプローブデータ集計期間（H27年4～9月)後の開通のため、次回の注視箇所とします。

凡 例

＜主要渋滞箇所＞

箇所

区間

エリア

＜道路種別＞

高速道路

一般県道以上

市町村道

主な工場等

エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に
広がっており、複数路線に跨り複数
の主要渋滞箇所を含む区域

区 間：交差点等が連担するなど、速度低下
箇所が連続しており、複数の主要渋
滞箇所を含む区間

鳥取エリア

米子エリア

山陰近畿道岩美道路
岩美IC～浦富IC
平成28年3月26日
L=1.9km開通

(主)鳥取河原線
菖蒲バイパス

平成28年3月25日
L=1.1km開通

鳥取県の主要渋滞箇所（一般道）

6

(県)卯垣正蓮寺線
平成28年3月19日
L=1.0km開通

(主)東伯野添線
下伊勢バイパス
平成28年3月24日

L=0.8km開通

2.1 最新データによる点検結果①（県内の主な道路の開通状況）2.1 最新データによる点検結果①（県内の主な道路の開通状況）

２．主要渋滞箇所のモニタリング２．主要渋滞箇所のモニタリング

鳥取市

県内全体 ①東部（鳥取）地区 ②中部（倉吉）地区 ③西部（米子）地区

４５箇所

（①＋②＋③）

２５箇所

内、鳥取エリア １７箇所
・３区間 １１箇所
・単独 ６箇所

３箇所

・エリアなし
・区間 なし

１７箇所

内、米子エリア １３箇所
・３区間 ９箇所
・単独 ４箇所



（1）鳥取エリア

エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に
広がっており、複数路線に跨り複数
の主要渋滞箇所を含む区域

区 間：交差点等が連担するなど、速度低下
箇所が連続しており、複数の主要渋
滞箇所を含む区間

◆主要渋滞箇所データ［東部地区］

◆主要渋滞箇所のモニタリング結果［東部地区］

※支線数×2（1支線あたり平均2時間の速度低下）時間以上

凡 例

＜主要渋滞箇所＞

箇所

区間

エリア

＜道路種別＞

高速道路

一般県道以上

市町村道

NN項目 H２４年度選点時 H２８年度モニタリング

データ 民間プローブデータ

集計期間 H23.8～H24.7 H27.4～H27.9

主要渋滞箇所 ２５箇所 (選定基準該当：１６箇所、パブコメ箇所：９箇所)

選定基準 ①,②,③の条件を全て満たす。 又は、④に該当。
①昼間12時間の全方向の旅行速度20km/h以下の時間の総計が8時間
以上（支線数×2（1支線あたり平均2時間の速度低下）時間以上）
②道路管理者による実感との整合(渋滞の発生状況)
③現地確認による補足調査
④地域又は道路利用者の意見を反映(パブリックコメント箇所)

主要渋滞
箇所数

選定基準
非該当
箇所数

箇所名
(●は直轄管理) 市町村 支線数

選定基準
(時間数)

旅行速度低下時間数

Ｈ24年度
選点時

Ｈ28年度
モニタリング

２５箇所 ０箇所 － － － － － －

７

2.1 最新データによる点検結果②（東部地区）2.1 最新データによる点検結果②（東部地区）
２．主要渋滞箇所のモニタリング２．主要渋滞箇所のモニタリング

南隈

砂丘入口

丸山

鳥取城跡
（鳥取森林管理署）

吉方町２丁目

吉方温泉４丁目

産業道路

西大路

南栄町

津ノ井

天神町

今町２丁目

千代橋西詰

古海

国体道路

徳尾

安長
商栄町

八千代橋西詰

安長北（免許センター）

千代水西
鳥取商業高校

溝川
白兎

下阪本

・鳥取県東部における主要渋滞個所25箇所のうち、パブリックコメントを踏まえ追加した箇所9箇所を除く16箇所については、全て選定基準に
該当しており、箇所数に変化はありませんでした。

・H27年度モニタリングにおいて、選定基準を下回った国体道路交差点（H27データ：7時間）は、H28モニタリングデータでは9時間となり、主要
渋滞個所の選定基準に該当したため、「継続」と判定しています。なお、新たに選定基準に該当する交差点はありませんでした。

（ ）は旧交差点名称



凡 例

＜主要渋滞箇所＞

箇所

区間

エリア

＜道路種別＞

高速道路

一般県道以上

市町村道

◆主要渋滞箇所のモニタリング結果［中部地区］

NN

主要渋滞
箇所数

選定基準
非該当
箇所数

箇所名
(●は直轄) 市町村 支線数

選定基準
(時間数)

旅行速度低下時間数

Ｈ24年度
選点時

Ｈ28年度
モニタリング

３箇所 １箇所 住吉町 倉吉市 ３ ６ １１ １

・鳥取県中部における主要渋滞箇所３箇所（うちパブリックコメント箇所０箇所）について、１箇所が選定基準に該当しませんでした。選定基
準に該当しなかった１箇所（住吉町交差点）については、原因分析を行いつつ、引き続きモニタリングを行います。

・また、新たに選定基準に該当する交差点はありませんでした。

項目 H２４年度選点時 H２８年度モニタリング

データ プローブデータ

集計期間 H23.8～H24.7 H27.4～H27.9

主要渋滞箇所 ３箇所 (選定基準該当：３箇所、パブコメ箇所：０箇所)

選定基準 ①,②,③の条件を全て満たす。 又は、④に該当。
①昼間12時間の全方向の旅行速度20km/h以下の時間の総計が8時間以
上（支線数×2（1支線あたり平均2時間の速度低下）時間以上）
②道路管理者による実感との整合(渋滞の発生状況)
③現地確認による補足調査
④地域又は道路利用者の意見を反映(パブリックコメント箇所)

※支線数×2（1支線あたり平均2時間の速度低下）時間以上

◆主要渋滞箇所データ［中部地区］

8

エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に
広がっており、複数路線に跨り複数
の主要渋滞箇所を含む区域

区 間：交差点等が連担するなど、速度低下
箇所が連続しており、複数の主要渋
滞箇所を含む区間

2.1 最新データによる点検結果③（中部地区）2.1 最新データによる点検結果③（中部地区）
２．主要渋滞箇所のモニタリング２．主要渋滞箇所のモニタリング

中部総合事務所先

住吉町

小鴨橋西



（2）米子エリア

・鳥取県西部における主要渋滞個所17箇所のうち、パブリックコメントを踏まえ追加した箇所2箇所を除く15箇所について、２箇所（労災病院入口交差点、
総合事務所前交差点）が選定基準に該当しませんでした。選定基準に該当しなかった２箇所については、原因分析を行いつつ、引き続きモニタリング
を行います（総合事務所前交差点については、近接交差点の信号現示が変更されており、その影響も考慮してモニタリングを行います）。

・なお、新たに選定基準に該当する交差点はありませんでした。

凡 例

＜主要渋滞箇所＞

箇所

区間

エリア

＜道路種別＞

高速道路

一般県道以上

市町村道

＜開通箇所＞

事業名・開通時期等

開通区間

エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に
広がっており、複数路線に跨り複数
の主要渋滞箇所を含む区域

区 間：交差点等が連担するなど、速度低下
箇所が連続しており、複数の主要渋
滞箇所を含む区間

◆主要渋滞箇所データ［西部地区］

◆主要渋滞箇所のモニタリング結果［西部地区］

NN

主要渋滞
箇所数

選定基準
非該当
箇所数

箇所名
(●は直轄) 市町村 支線数

選定基準
(時間数)

旅行速度低下時間数

Ｈ24年度
選点時

Ｈ28年度
モニタリング

１７箇所 ２箇所
労災病院入口
総合事務所前

米子市
米子市

４
３

８
６

８
１３

７
１

項目 H２４年度選点時 H２８年度モニタリング

データ プローブデータ

集計期間 H23.8～H24.7 H27.4～H27.9

主要渋滞箇所 １７箇所 (選定基準該当：１５箇所、パブコメ箇所：２箇所)

選定基準 ①,②,③の条件を全て満たす。 又は、④に該当。
①昼間12時間の全方向の旅行速度20km/h以下の時間の総計が8時
間以上（支線数×2（1支線あたり平均2時間の速度低下）時間以上）
②道路管理者による実感との整合(渋滞の発生状況)
③現地確認による補足調査
④地域又は道路利用者の意見を反映(パブリックコメント箇所)

※支線数×2（1支線あたり平均2時間の速度低下）時間以上

9

島根県

車尾

陰田町

加茂町２丁目

長田産婦人科

西福原１丁目

米子食品
団地入口

米原

錦町３丁目
養方町ローソン前

公会堂前

総合事務所前

日吉津東

二本木労災病院入口
皆生

卸団地入口

新開２丁目

2.1 最新データによる点検結果④（西部地区）2.1 最新データによる点検結果④（西部地区）
２．主要渋滞箇所のモニタリング２．主要渋滞箇所のモニタリング



３.主要渋滞箇所の特定解除について
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■事業の概要

・鳥取市徳尾地内の国道29号国体道路交差点では、平成２４年度に交差点改良事業（左折レーンの新設）、平成２５年度に山陰道（鳥取西道路）の
部分開通（鳥取ＩＣ～鳥取西ＩＣ間）により、渋滞が緩和されています。

・平成２７年度の速度データが特定基準を下廻りましたが（合計７時間＜基準８時間）、渋滞部会は「経過観察」とし、「次回の速度データをもって特定
解除の判断を行う」ことしました。

・最新の速度データ（集計期間：H27.4月～H27.9月）では、２０km/h以下の合計が９時間（前回：７時間）となり、特定基準を下廻らなかったため、主要
渋滞箇所の特定解除は行わずに、経過観察とします。（鳥取西道路の開通後、再度、モニタリング調査を実施）

方向②(（主）鳥取鹿野倉吉線下り)

方向③(国道29号下り)

方向④(（主）鳥取鹿野倉吉線上り)

方向①(国道29号上り)

H26.4－H26.9
H23.8－H24.7

11

3.1 最新データによる点検結果（国体道路交差点 詳細）3.1 最新データによる点検結果（国体道路交差点 詳細）
３．主要渋滞箇所の特定解除について３．主要渋滞箇所の特定解除について

＜参考＞旅行速度の変化 整備前(H24)と整備後(H26ﾌﾟﾛｰﾌﾞ)

0

2

4

6

8

10

12

14

■対策事業と速度データの推移

朝ピーク時に鳥取市内方面
へ向かう交通の速度が向上

１３
１４

７

９

20
ｋ
ｍ
／
ｈ
以
下

時
間
数

（時間）

無対策
H24プローブ
（H23.8～24.7）

Ｈ２６報告
H25プローブ
（H25.4～25.9）

Ｈ２７報告
H26プローブ
（H26.4～26.9）

Ｈ２８報告
H27プローブ
（H27.4～27.9）

Ｈ
24
年
5
月

対
策
事
業
完
成

交
差
点
改
良
（
事
故
ゼ
ロ
プ
ラ
ン
）

Ｈ
25
年
12
月

対
策
事
業
完
成

鳥
取
西
道
路
（
鳥
取
～
鳥
取
西
）

開
通

渋滞は緩和しているが
解消には至らず

対策完了事業

H24プローブ

NN

2929

至 国道９号

国体道路

鳥取西ＩＣ

鳥取ＩＣ
至 姫路

①

②

③

④

古海

左折レーン設置
延長０．２ｋｍ

こ く た い ど う ろ

出典：国土地理院地図（電子国土Web）

方向④

方向②

方向③

方向①



12

データによる
定量的な分析

⑤現地の状況確認

①渋滞対策
の有無

未完了・
対策無し

完了

②主要渋滞箇所の
選定基準に該当

該当

⾮該当

横ばい・悪化傾向

④速度低下
⽅向の確認

主道路を含む場合

従道路のみの場合

渋滞状況確認
【従道路の状況等】

改善傾向

経過観察
主要渋滞箇所
特定解除

主要渋滞箇所

⑥渋滞対策部会において
特定解除に関する審議

※従道路において20km/h以
下となる箇所において、渋滞の実
態を確認。
判断の⼀例として信号待ち回数
1回以下、渋滞⻑調査など

③対策前後の
速度低下状況

渋滞している場合

渋滞していない場合

■ 渋滞状況のモニタリング(案)3.2 特定解除方針（案）について①3.2 特定解除方針（案）について①
３．主要渋滞箇所の特定解除について３．主要渋滞箇所の特定解除について

特定解除フロー（案）



〈参考〉旅行速度による主要渋滞箇所 抽出フロー〈参考〉旅行速度による主要渋滞箇所 抽出フロー
３．主要渋滞箇所の特定解除について３．主要渋滞箇所の特定解除について

１3

昼間12時間の全方向の
旅行速度20km/h以下の
時間の総計が8方向・時間以上

・道路管理者及び交通管理者の日頃の認識
・交通データの精査（渋滞方向、時間帯）

実感として渋滞していない

抽出

現地確認 不要

交通データ（旅行速度）が
実感と異なる

現地確認 実施

・渋滞発生の有無
・速度低下原因が交通渋滞に起因

抽出
対象外

現地確認による補足調査

渋滞なし

渋滞あり
（速度低下発生）

実感も渋滞している

交通データ（旅行速度）が
実感とも整合

実感との整合
（渋滞の発生状況 ）

Ｈ２４渋滞箇所特定時
抽出フロー（H24部会資料より引用）

平日昼間１２時間
の旅行速度



４.主要渋滞箇所における対策について

１4



小さな工夫（低投資・短期間）で効果が見込まれる小規模対策による取り組みを進めます。

現地確認等を通じて、各道路管理者で渋滞発生要因を把握。渋滞要因（曜日、時間帯、発生方向等）を

分析するとともに、「既存の道路空間内における対応の可能性」の視点から検討。
渋滞の要因把握

これまでの対策（渋滞対策の分類）

右・左折レーン設置、交差点改良等により、交通容量の不足によってボトルネック（隘路）化している
交差点の改善を目指します。

【対策例 】 右・左折レーン設置、交差点改良 等

ボトルネック対策

高規格幹線道路・バイパスの整備により、幹線道路ネットワークを整備し、特定路線の通過交通の
排除を促進するとともに交通容量の拡大を図り、慢性的な交通渋滞の解消を目指します。

【対策例 】 環状道路、バイパス 等

ネットワーク整備

特定時間等に集中する交通等に関し、道路の「利用の仕方の工夫」及び「適切な利用の誘導」に
よって、円滑な交通流の実現を目指します。

【対策例 】 ノーマイカーデーの推進、公共交通機関の利用促進、信号制御の高度化 等

ソフト施策

・主要渋滞個所の解消に向けた対策として、「鳥取県における『主要渋滞個所の対策方針』」に基づき、下表に分類される対策事業を各機関

で取り組んできたところです。

・今回、新たな取り組みとして、「小さな工夫」で実施可能な小規模対策による取り組みを並行して進めます。

１5

平成25年度 第1回鳥取県道路交通渋滞対策部 「主要渋滞個所の対策に係わる基本方針」 より抜粋

新たに取り組みを追加

小規模対策の進め方

渋滞要因の把握結果を踏まえて、小規模対策の内容及び関係者間の役割分担を本部会で議論。小規模対策の検討

「交通容量不足」から踏みこみ、交通容量低下の要因を把握します。

これを踏まえて、「右折レーンの延伸」、「信号現示の調整」、「バスの停留所の移設」など、小規模対策による対応の可能性を検討します。

4.1 渋滞対策の分類4.1 渋滞対策の分類
４．主要渋滞箇所における対策について４．主要渋滞箇所における対策について



１6

4.2 対策事業一覧4.2 対策事業一覧
４．主要渋滞箇所における対策について４．主要渋滞箇所における対策について

・鳥取県内においては、以下に示す渋滞対策を平成27年度までに実施しています。

NN
１ 砂丘入口交差点改良

２ 南隈交差点改良

（事故ゼロプラン対策事業）

４ 国体道路交差点改良

（事故ゼロプラン対策事業）

３ 安長北（免許センター）交差点改良

５ 古海交差点改良

６ 産業道路交差点改良

７ 山陰道
（鳥取西道路）

８ 倉吉道路

９ 倉吉関金道路

１０ 二本木・日吉津交差点改良

対策事業一覧

注 検討段階の箇所は記載対象外としています。

＜凡例＞
赤字 事業中箇所
青字 事業完了箇所

No. 所在地 事業名 事業主体 進捗状況 改善効果が期待される主要渋滞箇所

1 鳥取市 (県)湯山鳥取線　砂丘入口交差点改良事業 鳥取県 事業中 砂丘入口交差点

2 鳥取市 (国)29号　南隈交差点改良事業 国交省鳥取 H24年9月完成 南隈交差点

3 鳥取市 (県)伏野覚寺線交差点改良事業 鳥取県 事業中
安長北（免許センター）交差点、商栄町
交差点

4 鳥取市 (国)29号　国体道路交差点改良事業 国交省鳥取 H24年5月完成 国体道路交差点

5 鳥取市 (県)高路古海線　古海交差点改良事業 鳥取県 H28年3月完成 古海交差点

6 鳥取市 (県)若葉台東町線　産業道路交差点 鳥取県 事業中 産業道路交差点

7 鳥取市 山陰道　鳥取西道路 国交省鳥取 一部開通済 溝川交差点、白兎、下坂本交差点

8 倉吉市 (国)313号　倉吉道路 鳥取県 H25年6月完成 小鴨橋西交差点

9 倉吉市 (国)313号　倉吉関金道路 鳥取県 事業中 小鴨橋西交差点

10
米子市、西伯
郡日吉津村

(国)431号交差点改良事業 鳥取県 H28年6月完成 二本木交差点、日吉津東交差点



NN

4.3 整備効果の検証①（ボトルネック対策 国道29号古海交差点）4.3 整備効果の検証①（ボトルネック対策 国道29号古海交差点）

４．主要渋滞箇所における対策について４．主要渋滞箇所における対策について

17

・国道29号は⿃取市内を南北に⾛る主要幹線道路で、当該交差点付近では39,500台／⽇の交通量となっています（H22道路交通センサス）。
・当該交差点で国道29号に接続する県道⾼路古海線には、右折レーンが未設置であり、右折⾞輌による⾞両の阻害が発⽣しています。また、⿃取
⻄道路の⻄側には東郷⼯業団地が造設されており、朝⼣ピーク時には県道においても渋滞が発⽣していました。
・⿃取県が事業主体となり、平成28年3⽉に県道上り⾞線（④⽅向）の交差点改良事業（右折レーン設置、バスベイ新設）が完成しました。

■広域図

■現地写真

国道２９号

写１（改良前）

■旅行速度の変化

古海

出典：国土地理院（電子国土Web）

■平面図

①

②

③

④

NN

古海

ふ る み

至 国道９号

鳥取市

2929
国体道路

写２（改良後）

H25年11月撮影

H2８年６月撮影

写１

写２

バスベイ
の新設右折レーン新設 ・④方向では、全時間帯において旅行速度が改善して

おり、朝ピーク時には約10km/hの速度上昇が確認で
きる。

・また、②方向の下り線においても旅行速度の改善が
みられる。
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流入部①
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流入部②
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流入部③
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流入部④

＜グラフの単位＞
・縦軸：ｋｍ/ｈ
・横軸：時

右折車線を設置した方向は
旅行速度が改善

変化なし

ほぼ変化なし

横ばい又は改善傾向
（流入部④が大きく改善。それと
同時間帯の旅行速度が改善）

右折レーン設置
バスベイ新設

対策前：H27.4月の民プロデータ0 （データ数：9,700件）
対策後：H28.4月の民プロデータ （データ数：20,900件）

※DRMの細分化により、H28年の情報件数が増加



4.3 整備効果の検証②（小規模対策 国道29号南栄町交差点）4.3 整備効果の検証②（小規模対策 国道29号南栄町交差点）
４．主要渋滞箇所における対策について４．主要渋滞箇所における対策について
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■広域図

■現地写真
写１（改良前）

■旅行速度の変化
NN

■平面図

NN

南栄町

・南栄町交差点は、⿃取市内でも多くの⼯場が集積する津ノ井⼯業団地内にある国道29号津ノ井バイパスと県道との交差点です。
・当該交差点で国道29号に接続する県道国安桂⽊線の上り線（②⽅向）には、右折レーンが未設置であり、朝⼣ピーク時には右折⾞輌による⾞
両の阻害が発⽣しています。平成28年3⽉に県の施⼯により、県道上り線（②⽅向）の区画線を引き直し、既存の道路空間の⾒直し（路肩幅
員の縮⼩等）により 右折相当幅員を確保し、右折⾞による阻害が緩和されています。

な ん え い ち ょ う

①

②

③

④

至 市内

鳥取市

2929

南栄町
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流入部②
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流入部④

・短期（１ヶ月間）のプローブデータを比較した結果、右折レー
ンを設置した②方向は、部分的に旅行速度の改善が見られ
ますが、大きな変化はありませんでした。

・今後も、モニタリングを継続し、効果の把握を行います。

区画線の引き直しに
よる右折車線相当を
確保

＜グラフの単位＞
・縦軸：ｋｍ/ｈ
・横軸：時

一部、速度の向上が見られますが、
あまり変化はありません

右折車線相当を確保

改良前の外側線位置

NN

右折車両の滞留により
直進車の阻害

写１写２（改良後）

写３（改良後）

写２、３

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

流入部③

出典：国土地理院（電子国土Web）

対策前：H27.4月の民プロデータ （データ数：14,200件）
対策後：H28.4月の民プロデータ （データ数：15,900件）



• 沿道には商業施設が連立し、遠方
からも多くの買い物客が来訪して
いる。

• 境港や空港からの物流及び観光地
へ向かう車両が錯綜し、慢性的な
交通渋滞が発生している。

• 右折レーンの未整備又は滞留長不
足。

• 沿道の商業施設を利用する交通と
物流・観光目的の通過交通が混在。

• 右折又は左折ﾚｰﾝの設置(延伸)

• 道路標識による迂回誘導

1. 渋滞の状況

2. 渋滞の要因

3. 渋滞の対策

4 期待される効果

• 当該区間におけるボトルネックの

解消

写１ 国道431号 朝の渋滞状況（整備前）

項目 内容

対象路線 国道４３１号

対象主要渋滞箇所
二本木交差点

日吉津東交差点

所在地
米子市二本木

西伯郡日吉津村

特定理由 20km/h以下８時間以上

日吉津東

交差点改良 L=1.1km

９９

９９

NN

至 境港

至 松江

至 鳥取

至 米子ＩＣ

NN

【事業名】国道４３１号（日吉津・二本木工区）交差点改良事業

【事業期間】Ｈ２２～Ｈ２８年度

【事業主体】鳥取県

【事業内容】二本木交差点から日吉津西交差点間における４箇所の交差点を含む約１．１ｋｍを

一つの事業区間として、右左折レーンの新設及び延伸を行い、交通のボトルネック

解消を図ります。

4.4 平成28年度の対策事業について①（国道431号 二本木・日吉津東交差点 H28.6月完成）4.4 平成28年度の対策事業について①（国道431号 二本木・日吉津東交差点 H28.6月完成）

４．主要渋滞箇所における対策について４．主要渋滞箇所における対策について

Ｈ28年６月完成

■対象主要渋滞箇所

■事業の概要

■平面図

右折車線の延伸

左折車線の延伸
右折車線の延伸

左折車線の設置
右折車線の延伸

右折車線の設置

右折車線の設置

右折車線の延伸

■位置図 ■現地写真

出典：地理院地図（電子国土Ｗｅｂ）

日吉津西

日吉津

二本木

日吉津東

写２ 整備後（右折レーン設置）
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二本木

に ほ ん ぎ ひ え づ ひがし



写１ 産業道路交差点の状況（国府方面）

項目 内容

対象箇所 産業道路交差点

交差路線
（主）秋里吉方線

（県）若葉台東町線

特定理由 20km/h以下８時間以上

20

【事業名】

（主）秋里吉方線 産業道路交差点改良

【事業期間】

Ｈ２７年度～

【事業主体】

鳥取県

【事業内容】

県庁方面から秋里方面への右折車両が常に多く、夕方には国府方面へ帰宅する左折車両も

増加するため、右左折車両により渋滞が発生しています。

本事業において、右左折車線の設置を行い渋滞解消を図ります。

4.4 平成28年度の対策事業について②（(主)秋里吉方線 産業道路交差点改良事業 H28事業中）4.4 平成28年度の対策事業について②（(主)秋里吉方線 産業道路交差点改良事業 H28事業中）

４．主要渋滞箇所における対策について４．主要渋滞箇所における対策について

• 国府町、八頭町方面への主要地方道が交差し
ており、朝夕の通勤時間帯を中心に渋滞が発
生。

• 県道若葉台東町線上り車線（片側２車線）に
右折レーンが設置されていないことから、右
側車線が実質的に右折レーンになっており、
片側２車線が有効に活用されていない状況。

• 右左折レーンが未設置の交差点であり、県庁
方面から秋里方面への右折車両が常に多く、
夕方には国府町方面へ帰宅する車両も増加す
るため、右左折車両により渋滞が発生。

• 右左折車線設置（交差点改良）

1. 渋滞の状況

2. 渋滞の要因

3. 渋滞対策

わかば だい ひがしまち

NN

産業道路

A’

A
至 県庁

至 八頭

至 秋里

至 国府NN

■計画平面図

■対象主要渋滞箇所

■事業概要

• 右左折車両による阻害の解消及び緩和

4. 期待される効果

■位置図 ■現地写真

【横断図】

AA’

右折レーン
（W=2.50m）

左折レーン
（W=2.75m ）

写２ 産業道路交差点の状況（八頭方面）

写１

写２

産業道路

（県）若葉台東町線



写１ 白兎交差点での滞留状況

項目 内容

対象箇所 白兎交差点

交差路線
国道９号

（県）御熊白兎線

特定理由 特定日混雑箇所

21

【事業名】

白兎交差点改良事業（交通安全対策事業）

【事業期間】

Ｈ２７～

【事業主体】

国土交通省鳥取河川国道事務所

【事業内容】

白兎交差点は県道へ流入する際に右折レーンがないこともあり、滞留が発生しています。

さらに滞留車両への追突事故も発生しており、右折レーンを設置することにより、渋滞

緩和並びに交通事故防止を図ります。

4.4 平成28年度の対策事業について③（国道９号 白兎交差点改良事業 新規着工予定）4.4 平成28年度の対策事業について③（国道９号 白兎交差点改良事業 新規着工予定）

４．主要渋滞箇所における対策について４．主要渋滞箇所における対策について

• 国道９号と県道が交わる一時停止制御の交差
点であり、右折レーンがないことから、国道
９号に滞留が発生している。

• 付近には白兎海岸などの観光地が存在し、休
日には多くの観光客が来訪し、低速車両が多
く発生している。

• 国道９号上り線（米子市方面）から県道御熊
白兎線へ流入する際に、右折レーンの不足に
より、直進車両が阻害。

• 右折車線設置（交差点改良）

1. 渋滞の状況

2. 渋滞の要因

3. 渋滞対策

NN

■計画平面図

■対象主要渋滞箇所

■事業概要

無名（通称：白兎）交差点

事業延長 約L=0.2km

至 米子市

至 鳥取市

９９

• 観光時期の休日を中心とした渋滞の緩和

• 交通通事故の防止

4. 期待される効果

■位置図 ■現地写真

【横断図】
右折レーン
（W=2.50m）

H28年度 工事着手予定

は く と

無名（白兎）

写１、２

右折車輌による交通阻害



至 県庁
（上り）

至 国道９号
（下り）
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4.４ 平成28年度の対策事業について④（国道53号鳥取城跡交差点 Ｈ28小規模対策施工予定）4.４ 平成28年度の対策事業について④（国道53号鳥取城跡交差点 Ｈ28小規模対策施工予定）

４．主要渋滞箇所における対策について４．主要渋滞箇所における対策について

■対象主要渋滞箇所

項目 内容

対象箇所
鳥取城跡（鳥取森林管理署）

交差点

交差路線
（国）５３号

（県）１９２号

特定理由 20km/h以下8時間以上

■位置図 ■現地写真

鳥取城跡
（鳥取森林管理署）

【事業期間】

Ｈ２８年度施工予定

【事業主体】

国交省鳥取河川国道事務所

【事業内容】

区画線の引き直しによる、交差点内の車線誘導の適正化を図ります。

■事業概要

■計画図

NN

• 主道路の沿道には県庁や鳥取城跡等の観光
地があり交通の往来が多く、青時間の割合
を多く分配。

• 従道路では朝ピーク時において、左折車の
停止により、後続の直進車を阻害。

• 従道路において横断歩道までの左折車の溜
まりが無い為、直進車を阻害。

• 主道路において右折車線が未設置のため、
右折車両が直進車両を阻害。

• 区画線の引き直しによる車両誘導の適正化

を図る。

• 左折溜まりの確保。

1. 渋滞の状況

2. 渋滞の要因

3. 渋滞の対策

4 期待される効果

• 1信号サイクルの捌き台数が増加

• 交通阻害原因の解消による渋滞緩和

A B
車道 歩道歩道

【横断図】

H28年度 施工予定 ※小規模対策

区画線の引き直し（路肩の縮小、
右折車の停止位置の明示）により、
直進車のすり抜けを容易にする）

写１

横断歩道の移設等により、左折
溜まりを確保し、後続車の阻害を
取り除く。

写１ 鳥取城跡交差点 現況（国道53号 県庁方面）

NN

鳥取城跡



国道９号下り線（③方向）において、ゼブラ部分に右折レーンを延伸させることにより、直進車両の阻害が軽減され渋滞緩和が見込まれます。

写１ 国道９号（鳥取方面）

2.0 0.25 3.00 3.00 3.002.500.70 2.50 2.20

車道歩道 歩道

A B
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既存の道路空間の有効活用

現在 対策イメージ

項目 内容

対象箇所 国道9号

主要渋滞個所 車尾交差点

所在地 米子市

特定理由 パブリックコメント箇所

4.4 平成28年度の対策事業について⑤（国道9号車尾交差点 Ｈ28小規模対策施工予定）4.4 平成28年度の対策事業について⑤（国道9号車尾交差点 Ｈ28小規模対策施工予定）

４．主要渋滞箇所における対策について４．主要渋滞箇所における対策について

く ず も

■対象主要渋滞箇所 ■位置図

■広域図

車尾

断面②

③④

① A

B

■対策平面図

■現況断面図

■現地写真

至

鳥
取

至

境
港

至 皆生

至 観音寺新町

至

鳥
取

至

境
港

至 皆生

至 観音寺新町

■見込まれる効果

ゼブラ区間を右折滞留スペー
スとし、後続直進、左折直進の
走行阻害を解消。

H28年度 施工予定 ※小規模対策

■事業主体：国土交通省倉吉河川国道事務所 ■事業期間：平成２８年度施工予定

NN

NN

車 尾

写２ 国道９号（境港方面）

写１

NN

出典：地理院地図（電子国土Ｗｅｂ）



５.観光渋滞対策への取り組みについて

２4



[市道藤田浦安南町線]
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5.1 鳥取砂丘における渋滞対策の取り組み①（概要）5.1 鳥取砂丘における渋滞対策の取り組み①（概要）
５．観光渋滞対策への取り組みについて５．観光渋滞対策への取り組みについて

■位置図

写１．国道９号覚寺オフランプ付近（H28GW）
（砂丘方面への渋滞が本線を阻害）

写２．県道伏野覚寺線渋滞状況（H26GW）
（砂丘への観光交通で生活道路が渋滞）

国道９号

至 松江

至 京都 砂丘方面

■渋滞状況

組織名：鳥取市周辺渋滞対策検討協議会

・構成機関：鳥取県、国交省鳥取河川国道事務所、鳥取市、鳥取県警
察本部、鳥取県土整備事務所

・活動内容：ＧＷ、盆、ＳＷ（シルバーウィーク）等の繁忙期における渋
滞対策について協議及び取り組みを実施

■渋滞対策の取り組み体制

■取り組みの効果■これまでの取り組み

■平面図

Ｈ２８ＧＷ
最大渋滞長2.8km

・鳥取砂丘は県内有数の観光スポットであり、五月の大型連休時（ＧＷ）には１日あたり最大で約4万人の観光客が訪れます。

・しかしながら、公共交通機関が貧弱なため、鳥取砂丘へのアクセスは自動車による来訪が主となっています。

・そのため、臨時駐車場を設置するも、駐車場不足により砂丘へ向かう道路では砂丘入口交差点付近を先頭に渋滞が発生しています。

・鳥取市周辺渋滞対策検討協議会による渋滞対策等により、砂丘入口交差点を先頭とする渋滞長は、５５％減少しています（渋滞長６．２ｋｍ

（H21）が２．８ｋｍ（H28）へ減少）。

砂丘入口交差点
NN

鳥取砂丘

出典：地理院地図（電子国土Ｗｅｂ）

砂丘方面
オフランプ

市内方面

0

1

2

3

4

5

6

7

最
大
渋
滞
長

Ｈ２８ＧＷＨ２５ＧＷＨ１８ＧＷ Ｈ２１ＧＷ

４．２ｋｍ
最
大
入
込
客
数

（万人／日）

６．２ｋｍ

３．０ｋｍ
２．８ｋｍ

（
デ
ー
タ
無
し
）

５．６万人
５．２万人

３．９万人

渋滞は緩和傾向

（ｋｍ）

砂丘入口

子供の国入口

NN

至 松江

Ｐ

鳥取砂丘

写１

写２

覚寺



資料３
[一般国道30号 児島・玉野拡幅]
[一般国道180号 岡山環状南道路]

[市道藤田浦安南町線]
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5.1 鳥取砂丘における渋滞対策の取り組み②（市周辺渋滞協議会によるソフト対策）5.1 鳥取砂丘における渋滞対策の取り組み②（市周辺渋滞協議会によるソフト対策）

５．観光渋滞対策への取り組みについて５．観光渋滞対策への取り組みについて

取組１．無料臨時駐車場の開設

■H28GWにおける取り組み状況

覚寺交差点（砂丘からの帰り道方向）に鳥取道へ
の案内標示（横断幕）を掲示。併せて右折レーン
のカラー舗装化により、観光交通を国道９号へ誘
導し、生活道への観光交通流入防止を図る。

・国、県、鳥取県警、鳥取市で構成される鳥取市周辺渋滞対策検討協議会では、ＧＷ、お盆等の繁忙期前に協議会を開催し、対策内容につ

いて検討を行い、対策を実施しています。

・主な対策内容は、臨時駐車場の開設及びシャトルバスの運行、リアルタイム情報発信（渋滞・駐車場情報）、迂回チラシ・ポスターの掲示等

のソフト対策について協議し、実施しています。

取組２．砂丘～臨時駐車場間のシャトルバス（有料） 取組３．リアルタイム情報発信
（渋滞・駐車場満空情報）（鳥取市ＨＰ）

取組５．迂回路誘導チラシ②（関係機関ＨＰで公開）

取組４．迂回路誘導チラシ①（道の駅、ＧＳ等に配置）

砂丘への交通の分散（砂丘への来訪時間・経路の分
散）を目的として、Ｈ２８ＧＷに迂回路誘導チラシを新た
に作成。裏面には、観光案内を記載する等して、近隣
観光スポットへの周遊を期待。

（裏面）

取組６．コンビニ、道の駅での迂回路チラシの掲示

取組７．覚寺交差点における鳥取道への案内標示
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5.1 鳥取砂丘における渋滞対策の取り組み③（鳥取県によるハード対策の検討）5.1 鳥取砂丘における渋滞対策の取り組み③（鳥取県によるハード対策の検討）

５．観光渋滞対策への取り組みについて５．観光渋滞対策への取り組みについて

左折レーン新設

至 鳥取市内
（国道９号）

③至 福部

②至 砂丘会館
（第２駐車場）

①至 砂丘
（市営駐車場）

・砂丘周辺の渋滞は、駐車場の容量不足及び観光交通が鳥取砂丘に最も近い市営駐車場に集中し、駐車待ちの車列が発生する事により、鳥取砂丘入

口交差点付近を先頭に発生するものです。

・鳥取県では、県道湯山鳥取線の植樹帯を一部撤去し、砂丘方面の車線（上り線）を増設する事を検討しています。車線の増設により、市営駐車場へ向

かう交通（①）とその他の交通（交通②、③）が分離され、駐車場回転率の向上（空いている駐車場を選択可能）、福部方面への迂回誘導が可能となり、

観光渋滞の緩和が期待できます。

上り線
（砂丘方面）

下り線
（市内方面）

下り線
（市内方面）上り線

（砂丘方面）

左折レーン
（新設）

■横断図（現況） ■横断図（計画案）

至 鳥取市内
（国道９号）

②至 砂丘会館
（第２駐車場）

①至 砂丘
（市営駐車場）

③至 福部

①

②

③

市営駐車場の駐車待ち
による車列が発生

砂丘入口

子供の国入口

現況 計画案

延長 約800ｍ
（子供の国入口交差点まで）

砂丘に最も近い市営駐車場への駐車待ちの車列
により、砂丘会館駐車場（②）及び迂回路へ繋がる
福部方面（③）への通行が途絶され、渋滞が悪化。

砂丘入口

市営駐車場への駐車待ちの車線（①）が確保され、
砂丘会館駐車場（②）及び福部方面（③）への通行
が可能となり、渋滞緩和が期待されます。



６.今後の予定
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6.今後の予定6.今後の予定
６．今後の予定６．今後の予定

■今後の予定

・特定解除箇所（候補含む）について議論

国・県・県警による担当者協議①

現地調査の実施（必要に応じて）

・次回の部会に向けて主要渋滞箇所の特定解除箇所の確認
・現地調査手法の決定（統一）

・各道路管理者において現地調査実施

国・県・県警による担当者協議②

渋滞対策部会

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度
以
降

・現地調査結果の報告
・特定解除候補箇所の抽出

9月上旬

10月～11月

12月～2月

7月頃

・平成28年度は、渋滞対策部会において、主要渋滞箇所の特定解除方針（案）及び特定解除箇所（候補）の抽出について検討。

・平成29年度は、事務局が抽出した主要渋滞箇所の特定解除候補箇所を渋滞対策部会に提示し、特定解除に向けた議論を行います。

国・県・県警による担当者協議①

・Ｈ29年度道路交通渋滞対策部会の開催について
・特定解除候補箇所の決定

5月頃

渋滞対策部会

・主要渋滞箇所の特定解除方針（案）及び箇所を議論

次
年
度
渋
滞
対
策
部
会
に
向
け
た
取
り
組
み

8月10日
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